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湖北地域消防組合職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年９月29日 

湖北地域消防組合管理者 角田 航也   

 

湖北地域消防組合規則第12号 

 

   湖北地域消防組合職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則 

 

湖北地域消防組合職員の育児休業等に関する規則（平成18年湖北地域消防組合規則第16号）

の一部を次のように改正する。 

第１１条に次のただし書を加える。 

ただし、第１号及び第３号に掲げる場合において、失効し、又は取り消される育児短時間

勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末日（当該育児短時間勤務が延長され

ている場合にあっては、延長された期間の末日）が引き続いて承認される育児短時間勤務の

１週間当たりの勤務時間及び期間の末日と同一である場合にあっては、書面に代わる文書の

交付その他適当な方法をもって書面の交付に替えることができる。 

第１２条の２中「非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上

である勤務日がある」を削る。 

第１５条を第１６条とする。 

第１４条中「部分休業をしている職員に準用する。」を「部分休業について準用する。」に

改め、同条を第１５条とする。 

第１３条の見出し中「請求手続」を「請求、第２項申出及び第３項変更の手続」に改め、同

条第１項中「請求」を「請求、第２項申出及び第３項変更」に改め、同項中「部分休業承認請

求書」を「部分休業簿」に改め、同条を第１４条とし、第１２条の２の次に次の１条を加える。 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第１３条 任命権者は、育児休業法第１９条第２項の規定による申し出（以下「第２項申出」

という。）に予測することができなかった事実が生じたことにより、条例第２０条の５に規

定する第３項変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ条例第２０条の５に規定す

る子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第３項

変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

様式第５号を次のように改める。 
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様式第５号（第14条関係） 
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附 則 

この規則は、令和７年10月１日から施行する。 
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湖北地域消防組合職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則  

改正後 改正前 

（育児短時間勤務に係る書面の交付） （育児短時間勤務に係る書面の交付） 

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交

付しなければならない。ただし、第１号及び第３号に掲げる場合において、失効し、

又は取り消される育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び承認に係る期間の末

日（当該育児短時間勤務が延長されている場合にあっては、延長された期間の末日）

が引き続いて承認される育児短時間勤務の１週間当たりの勤務時間及び期間の末日と

同一である場合にあっては、書面に代わる文書の交付その他適当な方法をもって書面

の交付に替えることができる。 

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交

付しなければならない。 

(１)～(３) （略） 

 

(１)～(３) （略） 

 

（条例第19条第２号の規則で定める非常勤職員） （条例第19条第２号の規則で定める非常勤職員） 

第12条の２ 条例第19条第２号の規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以

上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤

職員で１年間の勤務日が121日以上であるものとする。 

 

第12条の２ 条例第19条第２号の規則で定める非常勤職員は、１週間の勤務日が３日以

上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤

職員で１年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、１日につき定められ

た勤務時間が６時間15分以上である勤務日があるものとする。 

 

（育児休業法第19条第３項の条例で定める特別の事情）  （新設） 

第13条 任命権者は、育児休業法第19条第２項の規定による申し出（以下「第２項申

出」という。）に予測することができなかった事実が生じたことにより、条例第20条

の５に規定する第３項変更（以下「第３項変更」という。）をしなければ条例第20条

の５に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認

めるときは、第３項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることが

できる。 

 

 

 

（部分休業の承認の請求、第２項申出及び第３項変更の手続） （部分休業の承認の請求手続） 

第14条 部分休業の承認の請求、第２項申出及び第３項変更は、部分休業簿（様式第５ 第13条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書（様式第５号）により行うもの
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改正後 改正前 

号）により行うものとする。 とする。 

２ （略） 

 

２ （略） 

 

（部分休業に係る子の養育状況の変更の届出） （部分休業に係る子の養育状況の変更の届出） 

第15条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 

 

第14条 第５条の規定は、部分休業をしている職員に準用する。 

 

（補則） （補則） 

第16条 （略）  第15条 （略）  
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改正前 

様式第５号（第13条関係） 
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改正前 
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改正後 

様式第５号（第14条関係） 
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改正後 
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改正後 
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改正後 

 

附 則（令和７年９月29日規則12第 ） 

この規則は、令和７年10月１日から施行する。


